
平成１９年１２月１１日 

お知らせ 

 

 

 

全国で『風景街道』に９１ルート登録。 

～日本風景街道は、美しい国土景観の形成を目指した国民的な運動を展開します～ 

 

 

地方ブロック毎に設置された「風景街道地方協議会」において、平成１９年９月以降「風景

街道」の登録が行われ、１２月１１日現在、全国で合計９１ルートが登録されましたので、お

知らせします。 

〔※中国地方では９月１３日に「６ルート」が登録されています。〕 

 

 

提供資料（本省記者発表・別紙１・別紙２・別紙３）を次頁以降に添付しています。 

  

  

 

 〔 参 考 〕 

 

 中国地方の登録の受付は「中国地方風景街道協議会（中国経済連合会会長）」において随

時行っております。申請書の提出は、中国地方整備局の各事務所窓口としています。また、

各事務所窓口では、申請等に関する事前相談や問合せも随時受け付けております。 

  

応募要領、応募に必要な書類等の様式につきましては、以下のホームページにアクセス

すれば、入手することができます。 

h

 

【 問い合わせ先 】 

 （中国地方風景街道協議

 国土交通省 中国地方整

    道路部 地域道路

    地域道路課 課長

【 広報担当窓口 】 

     広報広聴対策官 

    企画部環境調整官

 

同時資料提供 

合同庁舎記者クラブ   岡山県政記者クラブ   

鳥取県政記者クラブ   広島県政記者クラブ 

島根県政記者会     山口県政記者クラブ 

山口県政記者会     

山口県政滝町クラブ   

中国地方建設記者クラブ 
ttp://www.mlit.go.jp/fukei/index.html 
参考１：中国地方整備局の各事務所窓口 

参考２：中国地方登録の６ルート概要版 

会事務局） 

備局   ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３

課長   高橋 広幸（内線 4611） 

補佐   小川  治（内線 4613） 

  岡田 憲二（内線 2117） 

   山本 正司（内線 311４） 
１（代表） 



     

平成19年12月11日 

国 土 交 通 省 

 

『風景街道』に９１ルート登録 
～日本風景街道は、美しい国土景観の形成を目指した国民的な運動を展開します～ 

 

 

地方ブロック毎に設置された「風景街道地方協議会」において、平成 19 年９月

以降「風景街道」の第１回目の登録が行われ、12 月 11 日現在、全国で合計９１ル

ートが登録されました。 

 

日本風景街道は、道を舞台に、多様な主体による協働のもと、景観、自然、歴

史、文化等の地域資源や個性を活かした美しい国土景観の形成を図り、観光の振

興や地域の活性化に寄与することを目的としています。 

 

これまで、平成19年４月20日に日本風景街道戦略会議（委員長：奥田碩日本経団連

名誉会長）より提言された「日本風景街道の実現に向けて」を踏まえ、仕組みや枠組

みの構築を図り、９月10日より、地方ブロック毎に設置された「風景街道地方協議会

」において風景街道の募集を受付け、順次登録を行ってまいりました。 

この度、第１回目の登録が終了しましたので、お知らせします。 

 今後も登録は随時受付けております。 

 

なお、登録された風景街道の概要等については「風景街道地方協議会」までお

問い合わせください。 

 

 ・日本風景街道の概要（別紙１） 

・ 登録ルート一覧（別紙２） 

 ・「風景街道地方協議会」の問合せ先一覧 （別紙３） 

・ 日本風景街道ホームページ  http://www.hido.or.jp/fukeikaidou/index.html 

 

 

 

（お問合せ先） 

  道路局地方道・環境課道路環境調査室  

沿道環境専門官 渡辺学  （内線38212） 

課長補佐    島崎直昭  （内線38222） 

課長補佐    安部勝也 （内線38232） 

代表03-5253-8111  直通03-5253-8497  


